
■
検
針
業
務
に
ご
協
力
を

　
メ
ー
タ
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
自
動
車
や

も
の
を
置
か
な
い
で
い
た
だ
き
、
犬
を

遠
ざ
け
て
く
だ
さ
い
。、
ま
た
、
周
囲
の

除
雪
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
冬
期
間
の
漏
水
が
あ
っ
た
場
合

　
宅
内
外
の
蛇
口
を
す
べ
て
閉
め
て
も

メ
ー
タ
ー
が
回
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
漏

水
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
町
指
定
水

道
工
事
店
で
至
急
修
理
し
て
く
だ
さ
い
。

■
上
下
水
道
料
金
冬
期
精
算
通
知
書

　
５
月
の
メ
ー
タ
ー
検
針
後
に
、
各
ご

家
庭
に
送
付
し
ま
す
。
届
き
ま
し
た
ら

内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
精
算
の
結
果
、
料
金
を
い
た
だ
き
す

ぎ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
月
以
降
の
料
金

に
充
当
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
精
算
通
知
書
は
請
求
書
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
町
県
民
税
が
勤
務
先
の
事
業
所
等
で

給
与
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

◎
開
始
日
：
5
月
９
日
金
～

■
給
与
天
引
き
以
外
の
方
法
で
町
県
民

税
を
納
め
て
い
る
方

◎
開
始
日
：
6
月
10
日
火
～
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皆
さ
ん
の
思
い
を
形
に
す
る
た
め
の
お
手
伝
い

地
域
発 

元
気
づ
く
り
支
援
金
第
2
次
募
集

元気

万
が
一
の
時
に
備
え
て

住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
補
強
補
助
制
度

耐震

■
対
象
建
物
：
昭
和
56
年
５
月
31
日
以

前
（
耐
震
基
準
改
正
前
）
に
建
築
さ
れ

た
家
屋
で
、
木
造
１
～
２
階
建
て
の
住
宅

（
但
し
車
庫
や
物
置
は
対
象
外
）

■
精
密
耐
震
診
断
：
建
物
所
有
者
か
ら
い

た
だ
く
建
築
時
の
資
料
や
住
宅
の
実
地

調
査
な
ど
を
元
に
し
て
、
正
確
な
耐
震

性
能
を
診
断
し
ま
す
。（
※
耐
震
補
強
工

事
を
原
則
実
施
す
る
こ
と
を
前
提
に
受

診
く
だ
さ
い
。）

　
な
お
、
耐
震
補
強
工
事
が
必
要
な
場

合
に
は
、
補
助
金
や
固
定
資
産
税
の
優

遇
制
度
も
あ
り
ま
す
。

■
申
込
方
法
：
建
設
水
道
課
建
設
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
申
込
書
を
送
付
し
ま
す
。

長
野
県
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
企
画
を
支
援
す
る
た
め
、「
地
域
発　

元
気
づ

く
り
支
援
金
事
業
」
の
２
次
募
集
を
実
施
し
ま
す
。

町
で
は
無
料
で
耐
震
診
断
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
だ
診
断
さ
れ
て
い
な
い
方

で
「
耐
震
診
断
を
受
診
し
て
み
た
い
」
と
思
わ
れ
た
方
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
26
年
度
所
得
証
明(

平
成
25
年
中
の
所
得
内
容
の
証
明)

は
、
町
県
民

税
の
納
付
方
法
に
よ
り
発
行
開
始
日
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

町
県
民
税
の
納
付
方
法
に
よ
り
発
行
開
始
日
が
異
な
り
ま
す

平
成
26
年
度
の
所
得
証
明
を
発
行
し
ま
す

所得

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
い

上
下
水
道
料
金
が
変
わ
り
ま
す

料金

例
年
12
月
か
ら
4
月
の
冬
期
間
は
検
針
を
せ
ず
、
定
額
で
上
下
水
道
料
金
を
納
め

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
5
月
の
検
針
再
開
に
伴
い
差
額
分
の
精
算
を
行
い
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
を
再
開
し
ま
す

冬
期
料
金
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

水道

問
建
設
水
道
課 

水
道
係
☎（
２
５
５
）２
９
６
２

問
建
設
水
道
課 

下
水
道
係
☎（
２
５
５
）３
０
０
２

問
建
設
水
道
課 

建
設
係
☎（
２
５
５
）５
９
２
２

問
総
務
課 

税
務
係
☎（
２
５
５
）５
９
２
１

　
消
費
税
率
が
４
月
１
日
か
ら
８
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
町
の
上
下

水
道
料
金
に
つ
き
ま
し
て
も
、
平
成
26

年
６
月
分
と
し
て
請
求
す
る
料
金
か
ら
、

新
税
率
（
８
％
）
を
適
用
し
ま
す
。
皆

さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
消
費
税
率
の
み
の
変
更
で
あ
り
、
上

下
水
道
料
金
本
体
の
改
定
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。

※
上
下
水
道
料
金
等
の
詳
細
に
つ
い
て

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

６
月
分
と
し
て
請
求
す
る
上
下
水
道
料
金
か
ら
、
消
費
税
率
８
％
を
適
用
し
ま

す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■水道料金の比較（1ヵ月あたり）
◎メーター口径13mmの場合

使用水量 新料金
（消費税 8％込）

旧料金
（消費税 5％込） 差額

0～8㎥ 970円 940円 30円
10㎥ 1,250円 1,210円 40円
20㎥ 2,650円 2,580円 70円
30㎥ 4,050円 3,940円 110円
40㎥ 5,460円 5,310円 150円
50㎥ 6,860円 6,670円 190円
60㎥ 8,380円 8,140円 240円

耐震補強工事補助金対象条件
①診断基準
町が派遣した耐震診断士による精密耐
震診断で総合評点1.0未満と診断された
住宅が、補強工事実施で0.7以上かつ工
事実施前を上回ること
②所得
・給与所得者の方：1,442 万円以下
・その他の方　　：1,200 万円以下
■補助金額
　工事費の 1/2（上限 60 万円）

問
総
務
課
ま
ち
づ
く
り
企
画
係
☎
（
２
５
５
）
５
９
２
０

■
対
象
事
業

　
自
ら
の
知
恵
と
工
夫
に
よ
り
、自
主
的・

主
体
的
に
取
組
む
地
域
の
元
気
を
生
み
出

す
、モ
デ
ル
的
で
発
展
性
の
あ
る
事
業
（
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

■
支
援
金
交
付
額

◎
ハ
ー
ド
事
業
（
道
路
・
水
路
・
建
物

等
の
建
設
や
改
修
、
１
件
10
万
円
以
上

の
備
品
取
得
な
ど
）
＝
３
分
の
２
以
内

◎
ソ
フ
ト
事
業 

＝
4
分
の
3
以
内(

重

点
施
策
５
分
の
４
以
内
）
30
万
円
以
上

■
対
象
団
体
：
公
共
団
体
等
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
・
地
域
づ
く
り
を
行
う
グ
ル
ー
プ
や
協

議
会
な
ど
）、
市
町
村
、
広
域
連
合
、
一

部
事
務
組
合
い

■
募
集
期
間
：
5
月
30
日
金
ま
で

■
応
募
方
法
：
詳
し
く
は
総
務
課
ま
ち
づ

く
り
企
画
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

町
で
は
若
者
の
定
住
を
目
的
と
し
た
空
き
家
活
用
の
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
、
家

賃
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
新
規
に
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

■
補
助
を
受
け
る
た
め
の
条
件

　
町
に
賃
貸
用
の
空
き
家
と
し
て
登
録
さ

れ
て
い
る
家(

公
営
住
宅
は
対
象
外
）／
月

の
家
賃
が
3
万
円
以
上
／
主
な
所
得
者
か

世
帯
主
が
40
歳
以
下
／
世
帯
合
計
収
入
額

８
０
０
万
円
以
下
／
町
に
住
所
の
あ
る
方

■
補
助
の
額

　
３
万
円
を
超
え
た
部
分
で
、
単
身

者
は
１
万
円
ま
で
、
そ
の
他
の
世
帯
は

1
万
５
千
円
ま
で
5
年
間
補
助
し
ま
す
。

※
現
在
補
助
を
受
け
て
い
る
方
は
、６

月
上
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。

若
者
の
定
住
支
援

若
者
へ
の
家
賃
補
助
制
度
を
活
用
く
だ
さ
い

若者

問
産
業
観
光
課
癒
し
の
森
・
企
業
誘
致
係
☎（
２
５
５
）５
９
２
５

問
建
設
水
道
課 

水
道
係
☎（
２
５
５
）２
９
６
２

■項目の説明

項　目 区　分

冬期間実使用料 冬期間に実際に使った水量（12～5月分）

認定使用料 冬期間の料金算定に使用した水量（12～4月分）

差し引き使用料 実使用量と認定使用量の差

冬期間実料金 冬期間に実際に使用した水量の金額（12～5月分月）

認定料金 冬期間認定使用量の金額（12～4月分）

差し引き料金 実料金と認定料金の差（5月精算額）

精算料金 5月の精算請求額（冬期使用料金の不足分）

過納金 冬期間に余計に頂いた金額

役場　太郎

12345-1 001-002-003
役場　太郎
柏原仲町４２８－２
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上水道
公共下水道
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12,900
17,000

2,580
3,400
5,980
0

平成25年12月～平成26年4月

■下水道使用料の比較（1ヵ月あたり）

使用水量 新料金
（消費税 8％込）

旧料金
（消費税 5％込） 差額

0～8㎥ 1,290円 1,260円 30円
10㎥ 1,660円 1,610円 50円
20㎥ 3,490円 3,400円 90円
30㎥ 5,550円 5,390円 160円
40㎥ 7,600円 7,390円 210円
50㎥ 9,650円 9,380円 270円
60㎥ 11,810円 11,480円 330円

信濃町役場 ☎ 255-3111　http://www.town.shinanomachi.nagano.jp/
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